
令和４年度 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計補正予算書（第２号） 







第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

番号 事         項 期     間 限    度    額

１
第３次データヘルス計画策定支援業務委託

料
令和４～５年度 ３，９５０

２ 健康支援訪問指導事業委託料 令和４～５年度 １８，２１６

３ ジェネリック医薬品希望カード作成費 令和４～５年度 １，１４６

４ 受診率向上対策ポスター作成費 令和４～５年度 ３２４

５ 受診率向上対策リーフレット作成費 令和４～５年度 ６００

６ 適正受診リーフレット作成費 令和４～５年度 ４１３

７ 健康診査業務委託料（宇土市他２市町分） 令和４～５年度 ３０，２４０

８
標準システム機器等賃借料（現行システム

契約延長分）
令和４～５年度 ２０，２８６

９
標準システムデータセンターハウジング

サービス使用料
令和４～５年度 １７，５９６



番号 事         項 期     間 限    度    額

１０ 標準システム運用支援業務委託料 令和４～５年度 ７９，９１５

１１ 標準システム機器保守業務委託料 令和４～５年度 ５６，２２７

（単位：千円）

【説明】

 地方自治体の歳入歳出予算は基本的には単年度予算であるが、上記１１の契約について、支払いは令和５年度となるが、契約締結日につい

ては令和４年度であるため、地方自治法第 214条の規定により令和４年度の補正予算で債務負担行為として予算に定めるものである。














